
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
二
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

広
島
県
人
事
委
員
会 

委
員
長 

舩 
 

木 
 

孝 
 

和 

広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
  

（
総
則
） 

第
一
条 

職
員
の
旅
費
に
関
し
て
は
、
職
員
の
旅
費
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
二
十

三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の

の
ほ
か
、
こ
の
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。 

 

  
（
総
則
） 

第
一
条 

職
員
の
旅
費
に
関
し
て
は
、
職
員
の
旅
費
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
二
十

三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
も
の

の
外
、
こ
の
人
事
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。 

 
 

（
定
義
） 

第
一
条
の
二 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
で
使
用
す
る
用

語
は
、
条
例
で
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。 

 

   

 

（
条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
者
等
） 

第
二
条 

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
と
す
る
。 

 

一 

旅
行
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十

九
号
）
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
業

者 
 

二 

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
九
十
二

号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道
運
送
事

業
者
及
び
軌
道
法
（
大
正
十
年
法
律
第
七
十
六
号

）
第
四
条
に
規
定
す
る
軌
道
経
営
者 

 

三 

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

七
号
）
第
二
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
船

舶
運
航
事
業
者 

 

四 

航
空
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一

号
）
第
二
条
第
十
八
項
に
規
定
す
る
航
空
運
送
事

業
を
経
営
す
る
者 

 

五 

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十

三
号
）
第
九
条
第
七
項
第
三
号
に
規
定
す
る
一
般

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
者 

 

六 

旅
館
業
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
八

号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
館
業
を
営
む

者 
 

七 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
（
平
成
元
年
法
律
第

八
十
三
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
貨

 



物
自
動
車
運
送
事
業
者
及
び
貨
物
利
用
運
送
事
業

法
（
平
成
元
年
法
律
第
八
十
二
号
）
第
五
十
五
条

第
一
項
に
規
定
す
る
貨
物
利
用
運
送
事
業
者 

 

八 
外
国
に
お
け
る
前
各
号
に
掲
げ
る
者
に
相
当
す

る
も
の 

九 

割
賦
販
売
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十

九
号
）
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
登
録
包
括
信
用

購
入
あ
つ
せ
ん
業
者
（
県
と
の
契
約
に
よ
り
カ
ー

ド
等
（
同
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る

カ
ー
ド
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を

前
各
号
に
掲
げ
る
者
が
提
供
す
る
役
務
そ
の
他
の

旅
行
に
係
る
役
務
の
対
価
の
支
払
の
み
の
た
め
に

旅
行
者
に
提
供
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

２ 

条
例
第
二
条
第
六
号
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規 

則
で
定
め
る
も
の
は
、
役
務
及
び
カ
ー
ド
等
と
す
る
。 

 

（
条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
場
合
等
） 

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
と
す

る
。 

 

一 

条
例
第
三
条
第
二
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ

り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
、

傷
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
情
に
よ
り
旅
行
を

中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。 

 

二 

条
例
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
（
第
一
号
に 

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支 

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
職
員
が
そ
の
家
族
の 

旅
行
に
つ
い
て
条
例
第
十
四
条
、
第
十
六
条
第
一 

項
及
び
第
十
七
条
第
二
項
に
基
づ
く
旅
費
の
支
給 

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該 

家
族
が
死
亡
又
は
傷
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事 

情
に
よ
り
旅
行
を
中
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
。 

２ 

条
例
第
三
条
第
六
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
も
の
は
、
条
例
第
二
十
二
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
旅
費
を
支
給
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、

次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。 

一 

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通

費
（
家
族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部

分
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
条
例
第
七
条
第
一

項
各
号
、
第
八
条
第
一
項
各
号
、
第
九
条
第
一
項

各
号
及
び
第
十
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
各
費
用

に
つ
い
て
、
当
該
各
条
及
び
条
例
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た
額

で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず

払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所
要

の
取
消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お
支

払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
費
用
ご

と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額 

二 

宿
泊
費
、
包
括
宿
泊
費
、
転
居
費
、
着
後
滞
在

費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及

び
家
族
移
転
費
（
宿
泊
手
当
に
相
当
す
る
部
分
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
種
目
に
つ
い
て

条
例
第
十
一
条
、
第
十
二
条
、
第
十
四
条
、
第
十

五
条
及
び
第
十
六
条
第
一
項
並
び
に
第
六
条
第
一

（
旅
行
取
消
等
の
場
合
に
お
け
る
旅
費
） 

                

第
二
条 

条
例
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す 

る
旅
費
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
。 

  

一 

鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
若
し
く
は
車
賃
と
し

て
、
又
は
ホ
テ
ル
、
旅
館
そ
の
他
の
宿
泊
施
設
の

利
用
を
予
約
す
る
た
め
支
払
つ
た
金
額
で
、
所
要

の
払
い
も
ど
し
手
続
き
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
払
い
も
ど
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ

た
額
。
但
し
、
そ
の
額
は
、
そ
の
支
給
を
受
け
る

者
が
当
該
旅
行
に
つ
い
て
条
例
の
規
定
に
よ
り
支

給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航

空
賃
、
車
賃
又
は
宿
泊
料
の
額
を
そ
れ
ぞ
れ
こ
え

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

  

二 

赴
任
に
伴
う
住
所
又
は
居
所
の
移
転
の
た
め
支

払
つ
た
金
額
で
、
当
該
旅
行
に
つ
い
て
条
例
の
規

定
に
よ
り
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
額
の
三

分
の
一
に
相
当
す
る
額
の
範
囲
内
の
額 



項
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
現
に
支
払
つ
た

額
で
所
要
の
払
戻
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
払
戻
し
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
額
又
は
所

要
の
取
消
手
続
を
と
つ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
な
お

支
払
う
必
要
が
あ
る
額
を
比
較
し
、
当
該
各
種
目

ご
と
の
い
ず
れ
か
少
な
い
額
の
合
計
額 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
ほ
か
、
手
数
料
そ
の

他
の
旅
行
命
令
等
の
変
更
等
に
伴
い
支
給
す
る
必

要
が
あ
る
も
の
と
し
て
旅
行
命
令
権
者
が
認
め
た

額 
 

（
条
例
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
事
情
等
） 

第
三
条
の
二 

条
例
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
人
事

委
員
会
規
則
で
定
め
る
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事
情

と
す
る
。 

一 

交
通
事
故
そ
の
他
の
条
例
第
三
条
第
七
項
に
規

定
す
る
者
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
事

情 

二 

前
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
旅
費
の
支
給

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
お
け
る
当
該
家

族
の
旅
行
中
の
天
災
又
は
交
通
事
故
そ
の
他
の
当

該
職
員
若
し
く
は
家
族
の
責
め
に
帰
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
事
情 

２ 

条
例
第
三
条
第
七
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
金
額
は
、
次
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る
。 

  

一 

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
（
交
通
手
段
を
利

用
す
る
た
め
の
乗
車
券
、
乗
船
券
及
び
航
空
券
等

で
当
該
旅
行
に
つ
い
て
購
入
し
た
も
の
を
含
む
。

次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
全
部
を
喪
失
し
た
場

合
に
は
、
そ
の
喪
失
し
た
時
以
後
の
旅
行
を
完
了

す
る
た
め
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に
よ
り
支

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額 

二 

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
の
一
部
を
喪
失
し

た
場
合
に
は
、
前
号
に
規
定
す
る
額
か
ら
喪
失
を

免
れ
た
旅
費
額
を
差
し
引
い
た
額 

（
旅
費
喪
失
の
場
合
に
お
け
る
旅
費
） 

            

第
三
条 

条
例
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
す 

る
旅
費
の
額
は
、
次
の
各
号
に
規
定
す
る
額
に
よ
る
。 

但
し
、
そ
の
額
は
、
現
に
喪
失
し
た
旅
費
額
を
こ
え 

る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

一 

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
（
輸
送
機
関
を
利

用
す
る
た
め
の
乗
車
券
、
乗
船
券
等
の
切
符
類
で

当
該
旅
行
に
つ
い
て
購
入
し
た
も
の
（
以
下
「
切

符
類
」
と
い
う
。
）
を
含
む
。
以
下
本
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
の
全
部
を
喪
失
し
た
場
合
に
は
、
そ

の
喪
失
し
た
時
以
後
の
旅
行
を
完
了
す
る
た
め
条

例
の
規
定
に
よ
り
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
額 

二 

現
に
所
持
し
て
い
た
旅
費
額
の
一
部
を
喪
失
し

た
場
合
に
は
、
前
号
に
規
定
す
る
額
か
ら
喪
失
を

免
れ
た
旅
費
額
（
切
符
類
に
つ
い
て
は
、
購
入
金

額
の
う
ち
、
未
使
用
部
分
に
相
当
す
る
金
額
）
を

差
し
引
い
た
額 

 

（
旅
行
命
令
簿
等
の
記
載
事
項
又
は
記
録
事
項
） 

第
四
条 

条
例
第
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員

会
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
出
発
地
、
用
務
、
用
務

地
、
帰
着
地
及
び
旅
行
期
間
（
こ
れ
ら
に
類
す
る
事

項
を
含
む
。
）
と
す
る
。 

２ 

前
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
旅
行
命
令
簿
又
は

旅
行
依
頼
簿
に
記
載
又
は
記
録
す
る
事
項
に
つ
い
て

は
、
各
任
命
権
者
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
旅
行
命
令
簿
等
の
記
載
事
項
及
び
様
式
） 

第
四
条 

条
例
第
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令 

簿
等
の
記
載
事
項
及
び
様
式
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。 

（
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
） 

第
五
条 

旅
行
者
は
、
条
例
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
申
請
す
る

場
合
に
は
、
そ
の
変
更
の
必
要
を
証
明
す
る
に
足
る

資
料
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
旅
行
命
令
等
の
変
更
の
申
請
） 

第
五
条 

旅
行
者
が
条
例
第
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
旅
行
命
令
等
の
変
更
を
申
請
す
る
場

合
に
は
、
そ
の
変
更
の
必
要
を
証
明
す
る
に
足
る
書

類
を
添
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

 
 

 
（
宿
泊
費
基
準
額
等
） 

第
六
条 
条
例
第
十
一
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
一
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で

定
め
る
場
合
は
、
現
に
支
払
つ
た
費
用
の
額
が
宿
泊

費
基
準
額
を
超
え
る
場
合
で
あ
つ
て
、
旅
行
命
令
権

者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
る

と
き
と
す
る
。 

 

一 

国
際
会
議
そ
の
他
の
会
議
等
に
お
い
て
主
催
者

か
ら
宿
泊
施
設
の
指
定
が
あ
り
当
該
宿
泊
施
設
以

外
に
宿
泊
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。 

 

二 

公
務
の
円
滑
な
運
営
上
支
障
の
な
い
範
囲
及
び

条
件
に
お
い
て
検
索
し
、
そ
の
結
果
か
ら
最
も
安

価
な
宿
泊
施
設
を
選
択
す
る
と
き
。 

 

（
路
程
の
計
算
） 

第
六
条 

旅
費
の
計
算
上
必
要
な
路
程
の
計
算
は
、
次

の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。 

一 

鉄
道 

鉄
道
事
業
法
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第

九
十
二
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
鉄
道

運
送
事
業
者
の
運
賃
の
算
出
の
基
礎
と
な
つ
た
路

程 

二 

水
路 

海
上
運
送
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

百
八
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
船
舶

運
航
事
業
を
営
む
者
の
運
賃
の
算
出
の
基
礎
と
な

つ
た
路
程 

三 

陸
路 

実
測
そ
の
他
信
頼
す
る
に
足
る
方
法
に

よ
り
計
測
又
は
地
方
公
共
団
体
の
長
そ
の
他
当
該

路
程
の
計
算
に
つ
い
て
信
頼
す
る
に
足
る
者
に
よ

り
証
明
さ
れ
た
路
程 

２ 

前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
路
程
を

計
算
し
が
た
い
場
合
に
は
、
当
該
各
号
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
前
項
第
三
号
の
規
定
に
準
じ
て
計
算
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
宿
泊
手
当
の
定
額
等
） 

第
七
条 

条
例
第
十
三
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
一
夜
当
た
り
の
定
額
は
、
二
千
四
百
円

と
す
る
。 

２ 

宿
泊
手
当
の
額
は
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定 

に
よ
り
支
給
さ
れ
る
宿
泊
費
又
は
包
括
宿
泊
費
に
つ 

い
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る 

額
と
す
る
。 

 

一 

朝
食
又
は
夕
食
に
係
る
費
用
の
い
ず
れ
か
に
相

当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合 

前
項
で
定
め
る

定
額
の
三
分
の
二
の
額 

 

二 

朝
食
及
び
夕
食
に
係
る
費
用
に
相
当
す
る
も
の

が
含
ま
れ
る
場
合 

前
項
で
定
め
る
定
額
の
三
分

の
一
の
額 

３ 

移
動
中
に
宿
泊
す
る
場
合
の
宿
泊
手
当
の
額
は
、

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
に
定
め
る
額

と
す
る
。
た
だ
し
、
条
例
及
び
こ
の
規
則
の
規
定
に

よ
り
支
給
さ
れ
る
鉄
道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
又
は
そ

の
他
の
交
通
費
（
包
括
宿
泊
費
及
び
家
族
移
転
費
の

う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
食
費

に
相
当
す
る
も
の
が
含
ま
れ
る
場
合
は
、
当
該
額
の

三
分
の
一
の
額
と
す
る
。 

４ 

旅
行
者
が
、
旅
行
中
自
宅
（
住
所
又
は
居
所
若
し

く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
所
を
い
う
。
）
に
宿
泊
す

る
場
合
は
、
前
三
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
宿
泊

手
当
は
支
給
し
な
い
。 

 

 

 

（
転
居
費
の
算
定
方
法
等
） 

第
八
条 

条
例
第
十
四
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

 

一 

運
送
業
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合
に
は
、

 



複
数
の
運
送
業
者
に
見
積
り
を
さ
せ
、
か
つ
、
そ

の
中
か
ら
最
も
経
済
的
な
も
の
を
選
択
す
る
と
き

に
限
り
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額

と
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
複
数
の
運
送
業
者
に
見

積
り
を
さ
せ
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
等
に
お

い
て
、
経
済
的
か
つ
合
理
的
な
も
の
を
選
択
し
た

と
任
命
権
者
が
認
め
る
場
合
に
は
、
当
該
方
法
に

よ
る
運
送
に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。 

 

二 

旅
行
役
務
提
供
者
が
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合

に
は
、
前
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
運
送

に
要
す
る
額
を
転
居
費
の
額
と
す
る
方
法 

 

三 

旅
行
者
が
宅
配
便
を
利
用
し
て
家
財
の
運
送
を

行
う
場
合
に
は
、
当
該
運
送
に
要
す
る
額
、
自
家

用
自
動
車
を
利
用
し
て
家
財
の
運
送
を
行
う
場
合

に
は
、
条
例
第
十
条
第
一
項
第
三
号
、
同
項
第
四

号
、
同
条
第
二
項
及
び
同
条
第
三
項
の
例
に
よ
り

算
出
し
た
額
並
び
に
当
該
運
送
に
要
す
る
額
、
道

路
運
送
法
第
八
十
条
第
一
項
の
許
可
を
受
け
て
業

と
し
て
有
償
で
貸
し
渡
す
自
家
用
自
動
車
そ
の
他

こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
を
利
用
し
て
家
財
の
運
送

を
行
う
場
合
に
は
、
条
例
第
十
条
第
一
項
第
三
号

及
び
同
項
第
四
号
の
例
に
よ
り
算
出
し
た
額
並
び

に
当
該
運
送
に
要
す
る
額
を
そ
れ
ぞ
れ
転
居
費
の

額
と
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
当
該
運
送
に
要
す
る

額
が
運
送
業
者
に
依
頼
し
た
も
の
と
し
て
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
額
を
超
え
る
と
き
は
、

当
該
額
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
算
定
に
当
た
つ
て
は
、
条
例
及
び
こ
の
規

則
の
規
定
に
よ
り
他
の
種
目
と
し
て
支
給
を
受
け
る

費
用
そ
の
他
の
県
費
に
よ
る
支
給
が
適
当
で
な
い
費

用
と
し
て
人
事
委
員
会
が
定
め
る
も
の
を
除
く
も
の

と
す
る
。 

３ 

職
員
又
は
家
族
が
他
か
ら
赴
任
に
係
る
旅
費
の
支

給
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
金
額
の
支
払
を
受
け
る
場

合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
転
居
費

の
額
か
ら
当
該
支
給
又
は
当
該
支
払
を
受
け
る
金
額

を
差
し
引
く
こ
と
と
す
る
。 

  

（
退
職
者
等
の
旅
費
の
細
則
） 

第
九
条 

条
例
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委

員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費
と

す
る
。 

 

一 

職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な

つ
た
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
退
職
等
の

日
に
い
た
地
か
ら
旧
在
勤
地
に
旅
行
す
る
も
の
と

し
て
計
算
し
た
旅
費 

 

二 

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
退
職
等
と
な

つ
た
場
合
に
は
、
赴
任
の
例
に
準
じ
、
退
職
等
の

日
に
い
た
地
か
ら
新
在
勤
地
に
旅
行
す
る
も
の
と

し
て
計
算
し
た
旅
費 

 

 

 

（
遺
族
等
の
旅
費
の
細
則
） 

第
十
条 

条
例
第
十
八
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規

則
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費
と
す
る
。 

 



 

一 

職
員
が
条
例
第
三
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に

該
当
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同
号
の
規
定
に
よ
り

旅
費
を
支
給
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
旅
費 

 
 

イ 
職
員
が
出
張
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た

場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、
職
員
が
遺
族

の
居
住
地
（
外
国
在
住
の
遺
族
の
場
合
に
は
、

本
邦
（
国
家
公
務
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
条

第
二
号
に
規
定
す
る
本
邦
を
い
う
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
外
国
か
ら
の
到
着
地

）
と
死
亡
地
と
の
間
を
往
復
す
る
も
の
と
し
て

計
算
し
た
旅
費 

 
 

ロ 

職
員
が
赴
任
の
た
め
の
旅
行
中
に
死
亡
し
た

場
合
に
は
、
イ
に
掲
げ
る
旅
費
の
ほ
か
、
赴
任

の
例
に
準
じ
、
職
員
が
死
亡
地
か
ら
新
居
住
地

に
旅
行
す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費 

二 

条
例
第
三
条
第
二
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
旅 

費
を
支
給
す
る
場
合
に
は
、
出
張
の
例
に
準
じ
、 

職
員
が
遺
族
（
本
邦
に
あ
る
遺
族
に
限
る
。
）
の 

居
住
地
か
ら
帰
住
地
（
外
国
に
帰
住
す
る
場
合
に 

は
、
本
邦
に
お
け
る
外
国
へ
の
出
発
地
）
に
旅
行 

す
る
も
の
と
し
て
計
算
し
た
旅
費
（
宿
泊
費
及
び 

包
括
宿
泊
費
を
除
く
。
） 

２ 

遺
族
が
前
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
旅

費
の
支
給
を
受
け
る
順
位
は
、
条
例
第
二
条
第
五
号

に
掲
げ
る
順
序
に
よ
り
、
同
順
位
者
が
あ
る
場
合
に

は
、
年
長
者
を
先
に
す
る
。 

 

（
給
与
の
種
類
） 

第
十
一
条 

条
例
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人

事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
給
与
の
種
類
は
、
職
員
の

給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
広
島
県
条
例

第
二
十
二
号
。
以
下
「
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
及

び
市
町
立
学
校
職
員
の
給
与
、
勤
務
時
間
そ
の
他
の

勤
務
条
件
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
県

条
例
第
四
十
九
号
。
以
下
「
市
町
立
学
校
職
員
給
与

等
条
例
」
と
い
う
。
）
に
規
定
す
る
給
料
、
初
任
給

調
整
手
当
、
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
単
身
赴
任
手

当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
特
地
勤
務
手
当
（
給
与
条
例

第
十
四
条
の
三
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
、

産
業
教
育
手
当
、
定
時
制
通
信
教
育
手
当
、
災
害
派

遣
手
当
（
武
力
攻
撃
災
害
等
派
遣
手
当
及
び
特
定
新 

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
派
遣
手
当
を
含
む
。
）
、 

時
間
外
勤
務
手
当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
間
勤
務
手 

当
、
宿
日
直
手
当
、
管
理
職
手
当
、
管
理
職
員
特
別 

勤
務
手
当
、
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
及
び
へ
き 

地
手
当
（
市
町
立
学
校
職
員
給
与
等
条
例
第
十
条
の 

規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
又
は
こ
れ
ら
に
相
当 

す
る
給
与
と
す
る
。 

  

（
通
勤
手
当
と
の
調
整
） 

第
十
二
条 

旅
行
者
が
給
与
条
例
第
十
二
条
に
規
定
す 

る
通
勤
手
当
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
給
与
（
以
下
こ 

の
条
に
お
い
て
「
通
勤
手
当
等
」
と
い
う
。
）
の
支 

給
を
受
け
て
い
る
場
合
で
、
旅
行
の
経
路
に
当
該
通 

 
 



勤
手
当
等
の
区
間
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
重
複 

す
る
区
間
に
係
る
旅
費
は
支
給
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
（
年
度
経
過
に
よ
る
区
分
） 

第
十
三
条 
移
動
中
に
お
け
る
年
度
の
経
過
の
た
め
鉄

道
賃
、
船
賃
、
航
空
賃
及
び
そ
の
他
の
交
通
費
（
家 

族
移
転
費
の
う
ち
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
部
分
を
含
む
。 

）
を
区
分
し
て
算
定
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、 

年
度
の
経
過
後
に
最
初
の
目
的
地
に
到
着
す
る
ま
で 

の
分
及
び
そ
れ
以
後
の
分
に
区
分
し
て
算
定
す
る
。 

 

 
 

第
十
四
条 

（
略
） 

第
七
条 

（
略
） 

 
 

 

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。 

別
表
（
第
六
条
関
係
） 

区 

分 

宿 

泊 

費 

基 

準 

額 

北
海
道 

一
三
、
○
○
○
円 

青
森
県 

一
一
、
○
○
○
円 

岩
手
県 

九
、
○
○
○
円 

宮
城
県 

一
○
、
○
○
○
円 

秋
田
県 

一
一
、
○
○
○
円 

山
形
県 

一
○
、
○
○
○
円 

福
島
県 

八
、
○
○
○
円 

茨
城
県 

一
一
、
○
○
○
円 

栃
木
県 

一
○
、
○
○
○
円 

群
馬
県 

一
○
、
○
○
○
円 

埼
玉
県 

一
九
、
○
○
○
円 

千
葉
県 

一
七
、
○
○
○
円 

東
京
都 

一
九
、
○
○
○
円 

神
奈
川
県 

一
六
、
○
○
○
円 

新
潟
県 

一
六
、
○
○
○
円 

富
山
県 

一
一
、
○
○
○
円 

石
川
県 

九
、
○
○
○
円 

福
井
県 

一
○
、
○
○
○
円 

山
梨
県 

一
二
、
○
○
○
円 

長
野
県 

一
一
、
○
○
○
円 

岐
阜
県 

一
三
、
○
○
○
円 

静
岡
県 

九
、
○
○
○
円 

愛
知
県 

一
一
、
○
○
○
円 

三
重
県 

九
、
○
○
○
円 

滋
賀
県 

一
一
、
○
○
○
円 



京
都
府 

一
九
、
○
○
○
円 

大
阪
府 

一
三
、
○
○
○
円 

兵
庫
県 

一
二
、
○
○
○
円 

奈
良
県 

一
一
、
○
○
○
円 

和
歌
山
県 

一
一
、
○
○
○
円 

鳥
取
県 

八
、
○
○
○
円 

島
根
県 

九
、
○
○
○
円 

岡
山
県 
一
○
、
○
○
○
円 

広
島
県 
一
三
、
○
○
○
円 

山
口
県 
八
、
○
○
○
円 

徳
島
県 

一
○
、
○
○
○
円 

香
川
県 

一
五
、
○
○
○
円 

愛
媛
県 

一
○
、
○
○
○
円 

高
知
県 

一
一
、
○
○
○
円 

福
岡
県 

一
八
、
○
○
○
円 

佐
賀
県 

一
一
、
○
○
○
円 

長
崎
県 

一
一
、
○
○
○
円 

熊
本
県 

一
四
、
○
○
○
円 

大
分
県 

一
一
、
○
○
○
円 

宮
崎
県 

一
二
、
○
○
○
円 

鹿
児
島
県 

一
二
、
○
○
○
円 

沖
縄
県 

一
一
、
○
○
○
円 

別
記
様
式
を
削
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
人
事
委
員
会
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
規
則
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
新
規
則

」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」

と
い
う
。
）
以
後
に
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
令
和
七
年
広
島
県
条

例
第
五
号
。
以
下
「
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

二
十
八
年
広
島
県
条
例
第
二
十
三
号
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
同
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を
発
す
る
旅
行
及
び
新

条
例
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
決
定
す
る
旅
行
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に

改
正
条
例
に
よ
る
改
正
前
の
職
員
の
旅
費
に
関
す
る
条
例
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
旧

条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
同
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を



発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
施
行
日
前
に
旧
条
例
第
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
同
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
等
を
発
し
、
か
つ
、
施
行
日
以
後
に
新
条

例
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旅
行
命
令
権
者
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
旅
行
命
令
等
を
変

更
す
る
旅
行
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
の
規
定
は
、
当
該
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
以
後
の
期
間
に
対

応
す
る
分
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
旅
行
の
う
ち
当
該
変
更
の
日
前
の
期
間
に
対
応
す
る
分
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

２ 

新
規
則
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
退
職
、
免
職
（
罷
免
を
含
む
。
）
、
失
職

若
し
く
は
休
職
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
退
職
等
」
と
い
う
。
）
と
な
っ
た
場
合
又
は
死
亡
し
た
場

合
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
退
職
等
と
な
っ
た
場
合
又
は
死
亡
し
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

３ 

新
規
則
第
三
条
第
二
項
及
び
第
三
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
新
条
例
第
三
条
第
六
項
及
び
第
七
項

に
規
定
す
る
者
が
同
条
第
一
項
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
旧
条
例
第
三
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
旅
費
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  


